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渋川市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改

正する条例を次のように制定する。

令和４年３月１日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例の

一部を改正する条例

渋川市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例（平成２１

年渋川市条例第３４号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「第３項」を「第５項」に改め、「、申請１件につき」及

び「を、当該申請に係る建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）のうち同時に当該認定

又は変更認定を申請する住宅（法第２条第１項に規定する住宅をいう。以下

同じ。）の数（以下「同時申請住宅数」という。）で除して得た額」を削り

、同条第２項中「建築物」の次に「（建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）」を、「１戸建て

の住宅」の次に「（法第２条第１項に規定する住宅をいう。以下同じ。）」

を加え、「、申請１件につき」を削り、「を同時申請住宅数で除して得た額

に４，２００円を加えて得た額」を「に、４，２００円に当該申請に係る建

築物全体の住戸の数を乗じて得た額を加算した額」に改め、同条第３項中「

、申請１件につき」及び「を同時申請住宅数で除して得た額」を削り、同条

第４項中「、申請１件につき」を削り、同条第５項中「物」を「もの」に改

め、同条第６項中「、申請１件につき」を削り、「渋川市建築基準法関係手

数料条例」を「、渋川市建築基準法関係手数料条例」に改め、「を同時申請

住宅数で除して得た額」を削り、同条第７項中「の規定による譲受人を決定

した場合における」を「又は第３項の規定により」に改め、「、申請１件に

つき」を削り、同条第８項を削る。

別表第１工事の種別の項中「住宅」の次に「又は住戸」を加える。

附 則



この条例は、公布の日から施行する。

理 由

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を

しようとするものである。



渋川市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（手数料の額） （手数料の額）

第２条 法第５条第１項から第５項までの規定による長期優良住宅建築等計 第２条 法第５条第１項から第３項までの規定による長期優良住宅建築等計

画の認定又は法第８条第１項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更 画の認定又は法第８条第１項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更

の認定を申請する者（以下「申請者」という。）は 、別 の認定を申請する者（以下「申請者」という。）は、申請１件につき、別

表第１に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める額 表第１に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める額を、当該申請に係る建

築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する

建築物をいう。以下同じ。）のうち同時に当該認定又は変更認定を申請す

る住宅（法第２条第１項に規定する住宅をいう。以下同じ。）の数（以下

の手数料を納付しなければ 「同時申請住宅数」という。）で除して得た額の手数料を納付しなければ

ならない。 ならない。

２ 申請者は、当該申請に係る建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０ ２ 申請者は、当該申請に係る建築物

１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）が共同住宅等 が共同住宅等

（共同住宅、長屋その他１戸建ての住宅（法第２条第１項に規定する住宅 （共同住宅、長屋その他１戸建ての住宅

をいう。以下同じ。）以外の住宅をいう。）の場合においては、前項の手 以外の住宅をいう。）の場合においては、前項の手

数料のほか 、別表第２に掲げる区分に応じそれぞれ同表 数料のほか、申請１件につき、別表第２に掲げる区分に応じそれぞれ同表

に定める額に、４，２００円に当該申請に係る建築物全体の住戸の数を乗 に定める額を同時申請住宅数で除して得た額に４，２００円を加えて得た

じて得た額を加算した額の手数料を納付しなければならない。 額 の手数料を納付しなければならない。

３ 申請者は、当該申請に係る建築物が建築基準法施行令（昭和２５年政令 ３ 申請者は、当該申請に係る建築物が建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号）第８１条第２項第１号ロに掲げる構造計算により設計された 第３３８号）第８１条第２項第１号ロに掲げる構造計算により設計された

ものの場合においては、前２項の手数料のほか 、別表第 ものの場合においては、前２項の手数料のほか、申請１件につき、別表第

３に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める額 ３に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める額を同時申請住宅数で除して

の手数料を納付しなければならない。 得た額の手数料を納付しなければならない。

４ 申請者は、当該申請に係る建築物が１戸建ての住宅の場合においては、 ４ 申請者は、当該申請に係る建築物が１戸建ての住宅の場合においては、

第１項の手数料のほか 、別表第４に掲げる区分に応じそ 第１項の手数料のほか、申請１件につき、別表第４に掲げる区分に応じそ

れぞれ同表に定める額の手数料を納付しなければならない。 れぞれ同表に定める額の手数料を納付しなければならない。

５ 申請者が、当該申請に係る住宅の構造及び設備が法第２条第４項に規定 ５ 申請者が、当該申請に係る住宅の構造及び設備が法第２条第４項に規定

する長期使用構造等であることを証する図書として市長が認めるものを添 する長期使用構造等であることを証する図書として市長が認める物 を添

えて当該申請をする場合にあっては、前３項の規定は、適用しない。 えて当該申請をする場合にあっては、前３項の規定は、適用しない。

６ 申請者は、法第６条第２項の規定により申出を行う場合においては、前 ６ 申請者は、法第６条第２項の規定により申出を行う場合においては、前

各項の手数料のほか 、当該申出に係る建築物について建 各項の手数料のほか、申請１件につき、当該申出に係る建築物について建

築基準法第６条第１項の規定により確認を申請する者が、渋川市建築基準 築基準法第６条第１項の規定により確認を申請する者が渋川市建築基準法
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法関係手数料条例（平成１８年渋川市条例第２６５号）の規定により納付 関係手数料条例 （平成１８年渋川市条例第２６５号）の規定により納付

することとなる手数料に相当する額 の手 することとなる手数料に相当する額を同時申請住宅数で除して得た額の手

数料を納付しなければならない。 数料を納付しなければならない。

７ 法第９条第１項又は第３項の規定により 長期優良住 ７ 法第９条第１項の規定による譲受人を決定した場合における長期優良住

宅建築等計画の変更の認定を申請する者は 、１２，００ 宅建築等計画の変更の認定を申請する者は、申請１件につき、１２，００

０円の手数料を納付しなければならない。 ０円の手数料を納付しなければならない。

８ 第１項から第３項まで及び第６項の規定により算出した額に１００円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

工事の種別 建築物全体の住宅又は住戸の数 金額 工事の種別 建築物全体の住宅 の数 金額

新築 １戸 １８，０００円 新築 １戸 １８，０００円

２戸以上５戸以下 ３３，０００円 ２戸以上５戸以下 ３３，０００円

６戸以上１０戸以下 ５２，０００円 ６戸以上１０戸以下 ５２，０００円

１１戸以上２５戸以下 ９２，０００円 １１戸以上２５戸以下 ９２，０００円

（略） （略）
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